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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被介護者の着座物からの移乗を支援する装置であって、
　支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他
端部に設けられ、前記被介護者が保持する身体保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段
と、前記身体保持具の前記被介護者への接触を感知する感知手段と、前記支柱の傾動角度
を計測する計測手段と、前記駆動手段を制御するための制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記着座物に着座する前記被介護者を前記身体保持具に保持させるべ
く、前記身体保持具を前記被介護者に近付ける動作において、前記計測手段が計測した前
記支柱の傾動角度が予め設定された閾値以上になると、一旦、前記支柱の傾動動作が停止
するように前記駆動手段を制御し、操作部から前記支柱を下方に傾動させる操作が断続的
に続いていると、前記支柱の傾動動作が再開し、前記感知手段が前記被介護者に接触する
と、前記支柱の傾動動作が停止するように前記駆動手段を制御する移乗支援装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記感知手段が前記被介護者に接触すると、当該接触状態を解除する
べく、前記支柱の傾動動作が逆回転するように前記駆動手段を制御することを特徴とする
請求項１に記載の移乗支援装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記支柱が下方に傾動するにつれ傾動速度が遅くなるように前記駆動
手段を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の移乗支援装置。
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【請求項４】
　前記駆動手段は、手動操作により支柱を傾動させる速度を選択し、選択した速度を前記
制御手段に指令する指令信号を送信する前記操作部と、前記制御手段により前記指令信号
に基づいて生成された制御信号が送信され、当該制御信号に基づいて支柱を傾動させるト
ルクを出力するトルク出力部と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の移乗支援装
置。
【請求項５】
　前記操作部は、操作レバーを備えており、前記制御手段に対して、前記操作レバーの操
作量に比例した大きさの速度を出力するよう指令する指令信号を送信することを特徴とす
る請求項４に記載の移乗支援装置。
【請求項６】
　前記操作部は、当該操作部を操作する操作者に注意又は操作案内を伝える伝達部を備え
ることを特徴とする請求項４又は５に記載の移乗支援装置。
【請求項７】
　被介護者の着座物からの移乗を支援する装置を制御する方法であって、
　移乗支援装置は、支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自在に取り付けられた支柱
と、前記支柱の他端部に設けられ、前記被介護者が保持する身体保持具と、前記支柱を傾
動させる駆動手段と、前記身体保持具の前記被介護者への接触を感知する感知手段と、前
記支柱の傾動角度を計測する計測手段と、前記駆動手段を制御するための制御手段と、を
備え、
　前記制御手段は、前記着座物に着座する前記被介護者を前記身体保持具に保持させるべ
く、前記身体保持具を前記被介護者に近付ける動作において、前記計測手段が計測した前
記支柱の傾動角度が予め設定された閾値以上になると、一旦、前記支柱の傾動動作が停止
するように前記駆動手段を制御し、操作部から前記支柱を下方に傾動させる操作が断続的
に続いていると、前記支柱の傾動動作が再開し、前記感知手段が前記被介護者に接触する
と、前記支柱の傾動動作が停止するように前記駆動手段を制御する移乗支援装置の制御方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自立歩行が困難な人がベッドから車椅子へ、また車椅子から便座等へ乗り移
るような動作を行う場合に、これらの乗り移りの動作を支援する移乗支援装置、及び移乗
支援装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自立歩行が困難な被介護者にとって、ベッドから車椅子への移乗といった乗り移りの動
作を一人で自立して行うことは容易でない。そのため、通常は介護者の手助けが必要とな
るが、移乗の手助けは介護者にとって肉体的な負担が大きく、また、被介護者にとっても
精神的な負担が大きい。そのため、近年、自立歩行が困難な人の移乗動作を支援する装置
が多く開発されている。
【０００３】
　移乗を支援する装置として、例えば特許文献１には、回転盤上に支柱を傾動可能に起立
させ、支柱先端に受板（身体保持具）を設けた移乗支援装置が開示されている。被介護者
は、この身体保持具を保持した状態で支柱を傾動させ、移乗動作を行うことができる。
【０００４】
　また、特許文献２には、被介護者の利用する車椅子の自在キャスターの自在回転を拘束
する機能と、駆動輪を固定する機能を備えるとともに、被介護者の立ち上がり補助機能を
備えた移乗支援装置が開示されている。これによって、被介護者が安定した姿勢により移
乗動作を行うことを補助することができる。
【０００５】
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　また、特許文献３には、被介護者が載置する面上で平行移動可能なベルト部を備えてお
り、このベルト部が回転することによって、被介護者を載せる面が本体に対して平行移動
し、移乗支援板を被介護者の下に差し入れる際に被介護者との摩擦を吸収することを可能
とする移乗支援装置が開示されている。これによって、スムーズに移乗支援板を被介護者
の下に差し入れることができ、被介護者及び介護者の負担を軽減することができる。
【０００６】
　また、特許文献４には、ターンテーブルと、ターンテーブルに立設され傾斜可能な支柱
と、身体支えを備え、支柱を電動モータにて傾動させることで、人体の持ち上げ・下ろし
時の介護者の肉体的負担を軽減させる移乗支援装置が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献５には、台車に背負い部材を電動操作機構により起立状態に支持すると
共に傾動させるようにし、背負い部材に患者を持ち上げ支持するためのリフトベルトを取
り付けた移乗支援装置が開示されており、この移乗支援装置にあっては、リフトベルト上
に乗ると共に、背負い部材にしがみついた被介護者を電動操作機構により背負い部材を傾
動させることで持ち上げ、安定した移乗動作ができるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－３０５０９２号公報
【特許文献２】特開２００５－２７９１９９号公報
【特許文献３】特開２００５－３０４７３５号公報
【特許文献４】特開平１０－１９２３４６号公報
【特許文献５】特公平７－８２８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　これらの移乗支援装置においては、被介護者が移乗動作を行う際に、移乗支援装置の身
体保持具を抱きかかえるように保持することになるが、車椅子やベッド等の着座物に着座
する被介護者を移乗させるべく、当該被介護者に身体保持部を近付けると、被介護者が身
体保持具により着座物との間に挟み込まれて圧迫される恐れがある。
　しかし、これらの移乗支援装置は、被介護者の挟み込みを防止することができる構成と
されていない。そのため、身体保持具を被介護者が保持できる位置まで当該身体保持具が
被介護者に近付いたか否かを介護者は目視により確認せざるを得ず、移乗支援装置の操作
が慎重となり、被介護者を着座物に着座させるのに時間がかかる。
【００１０】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、被介護者の着座物か
らの移乗動作において、被介護者が身体保持具により着座物との間に挟み込まれて圧迫さ
れるといった事態を防ぐことができ、しかも当該移乗動作を簡易、迅速に行うことができ
る移乗支援装置及び移乗支援装置の制御方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る移乗支援装置は、被介護者の着座物からの移乗を支援する装置であって、
支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他端
部に設けられ、前記被介護者が保持する身体保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段と
、前記身体保持具と前記被介護者との間隔を計測する計測手段と、前記駆動手段を制御す
るための制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記着座物に着座する前記被介護者を前
記身体保持具に保持させるべく、前記身体保持具を前記被介護者に近付ける動作において
、前記計測手段が計測した間隔に基づいて前記駆動手段を制御する。このような構成によ
り、着座物に着座する被介護者の移乗動作の準備段階において、被介護者が身体保持具に
より着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を防ぐことができる。また、当
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該移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【００１２】
　本発明に係る移乗支援装置は、被介護者の着座物からの移乗を支援する装置であって、
支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他端
部に設けられ、前記被介護者が保持する身体保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段と
、前記身体保持具の下端部に回転可能に設けられた回転部材と、前記回転部材の回転角度
を計測する計測手段と、前記駆動手段を制御するための制御手段と、を備え、前記制御手
段は、前記着座物に着座する前記被介護者を前記身体保持具に保持させるべく、前記身体
保持具を前記被介護者に近付ける動作において、前記計測手段が計測した前記回転部材の
回転角度から算出した前記身体保持具と前記被介護者との間隔又は前記回転部材によって
前記被介護者に作用する荷重に基づいて前記駆動手段を制御する。このような構成により
、着座物に着座する被介護者の移乗動作の準備段階において、被介護者が身体保持具によ
り着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を防ぐことができる。また、当該
移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【００１３】
　本発明に係る移乗支援装置は、被介護者の着座物からの移乗を支援する装置であって、
支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他端
部に設けられ、前記被介護者が保持する身体保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段と
、前記身体保持具の前記被介護者への接触を感知する感知手段と、前記駆動手段を制御す
るための制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記着座物に着座する前記被介護者を前
記身体保持具に保持させるべく、前記身体保持具を前記被介護者に近付ける動作において
、前記感知手段の感知信号に基づいて前記駆動手段を制御する。このような構成により、
着座物に着座する被介護者の移乗動作の準備段階において、被介護者が身体保持具により
着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を防ぐことができる。また、当該移
乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【００１４】
　前記制御手段は、前記身体保持具と前記被介護者との間の間隔が予め設定された第１の
閾値以下となると、前記身体保持具が前記被介護者に近付いたと判断し、前記支柱の傾動
動作が停止するように前記駆動手段を制御すること、が好ましい。
　前記制御手段は、前記身体保持具と前記被介護者との間の間隔が略なくなると、前記身
体保持具が前記被介護者に接触したと判断し、前記支柱の傾動動作が逆回転するように前
記駆動手段を制御すること、が好ましい。
　前記制御手段は、前記回転部材によって前記被介護者に作用する荷重が予め設定された
第１の閾値以上となると、前記身体保持具が前記被介護者に近付いたと判断し、前記支柱
の傾動動作が停止するように前記駆動手段を制御すること、が好ましい。
【００１５】
　前記制御手段は、前記感知手段が前記被介護者に接触すると、前記支柱の傾動動作が停
止するように前記駆動手段を制御すること、が好ましい。
　前記制御手段は、前記感知手段が前記被介護者に接触すると、当該接触状態を解除する
べく、前記支柱の傾動動作が逆回転するように前記駆動手段を制御すること、が好ましい
。
【００１６】
　前記制御手段は、前記支柱が下方に傾動するにつれ傾動速度が遅くなるように前記駆動
手段を制御すること、が好ましい。
【００１７】
　前記駆動手段は、手動操作により支柱を傾動させる速度を選択し、選択した速度を前記
制御手段に指令する指令信号を送信する操作部と、前記制御手段により前記指令信号に基
づいて生成された制御信号が送信され、当該制御信号に基づいて支柱を傾動させるトルク
を出力するトルク出力部と、を備えること、が好ましい。
　前記操作部は、操作レバーを備えており、前記制御手段に対して、前記操作レバーの操
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作量に比例した大きさの速度を出力するよう指令する指令信号を送信すること、が好まし
い。
【００１８】
　前記操作部は、当該操作部を操作する操作者に注意又は操作案内を伝える伝達部を備え
ること、が好ましい。
【００１９】
　本発明に係る移乗支援装置の制御方法は、被介護者の着座物からの移乗を支援する装置
を制御する方法であって、移乗支援装置は、支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自
在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他端部に設けられ、前記被介護者が保持する身体
保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段と、前記身体保持具と前記被介護者との間隔を
計測する計測手段と、前記駆動手段を制御するための制御手段と、を備え、前記制御手段
は、前記着座物に着座する前記被介護者を前記身体保持具に保持させるべく、前記身体保
持具を前記被介護者に近付ける動作において、前記計測手段が計測した間隔に基づいて前
記駆動手段を制御する。これにより、着座物に着座する被介護者の移乗動作の準備段階に
おいて、被介護者が身体保持具により着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事
態を防ぐことができる。また、当該移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【００２０】
　本発明に係る移乗支援装置の制御方法は、被介護者の着座物からの移乗を支援する装置
を制御する方法であって、移乗支援装置は、支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自
在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他端部に設けられ、前記被介護者が保持する身体
保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段と、前記身体保持具の下端部に回転可能に設け
られた回転部材と、前記回転部材の回転角度を計測する計測手段と、前記駆動手段を制御
するための制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記着座物に着座する前記被介護者を
前記身体保持具に保持させるべく、前記身体保持具を前記被介護者に近付ける動作におい
て、前記計測手段が計測した前記回転部材の回転角度から算出した前記身体保持具と前記
被介護者との間隔又は前記回転部材によって前記被介護者に作用する荷重に基づいて前記
駆動手段を制御する。これにより、着座物に着座する被介護者の移乗動作の準備段階にお
いて、被介護者が身体保持具により着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態
を防ぐことができる。また、当該移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【００２１】
　本発明に係る移乗支援装置の制御方法は、被介護者の着座物からの移乗を支援する装置
を制御する方法であって、移乗支援装置は、支持台と、前記支持台に対して一端が傾動自
在に取り付けられた支柱と、前記支柱の他端部に設けられ、前記被介護者が保持する身体
保持具と、前記支柱を傾動させる駆動手段と、前記身体保持具の前記被介護者への接触を
感知する感知手段と、前記駆動手段を制御するための制御手段と、を備え、前記制御手段
は、前記着座物に着座する前記被介護者を前記身体保持具に保持させるべく、前記身体保
持具を前記被介護者に近付ける動作において、前記感知手段の感知信号に基づいて前記駆
動手段を制御する。これにより、着座物に着座する被介護者の移乗動作の準備段階におい
て、被介護者が身体保持具により着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を
防ぐことができる。また、当該移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上、説明したように、本発明によると、被介護者の着座物からの移乗動作において、
被介護者が身体保持具により着座物との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を防ぐ
ことができる。しかも当該移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移乗支援装置を用いて被介護者の移乗動作を概略
的に示す側面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移乗支援装置のブロック図である。
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【図３】本発明の第１の実施形態に係る移乗支援装置の制御方法を示すフローチャートで
ある。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移乗支援装置の異なるブロック図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る移乗支援装置の回転部材及び計測手段を概略的に
示す拡大図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る移乗支援装置のブロック図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る移乗支援装置を概略的に示す側面図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る移乗支援装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　発明の実施形態１．
　以下に、図面を参照しつつ本発明の実施の形態１に係る移乗支援装置及び移乗支援装置
の制御方法について説明する。図１は、本実施形態１に係る移乗支援装置１０を側面視し
た様子を概略的に示すものであり、被介護者Ｐが着座物であるベッド６０から他の着座物
に移動するための移乗動作を支援する様子を示している。
【００２５】
　図１及び２に示すように、移乗支援装置１０は、台座１１と、台座に対して支持された
支持台１２と、支持台１２に対してその一端が傾動自在に取り付けられた支柱１３と、支
柱１３を傾動させる駆動手段２０と、支持台１２に対して支柱１３の他端に設けられた身
体保持具３０と、身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔を計測する測距センサ４０と、駆
動手段２０を制御するための制御手段５０と、を備えている。
【００２６】
　台座１１は、その底面において、略水平な床面上を移動可能とするための車輪を複数備
えている。これらの車輪は、回転自由な状態と、固定した状態とを切り替えることが可能
であるように構成されている。被介護者が移乗動作を行う場合に、これらの車輪を固定し
た状態として、被介護者が移乗動作を行う際に移乗支援装置１０を安定させることができ
る。
【００２７】
　支持台１２は、台座１１の表面上から略鉛直方向に伸びる略板状材であり、その内部に
回動軸を備えることで、トルク出力部２２により付与されたトルクにより台座１１に対し
て水平回転自在に構成されており、身体保持具３０の水平方向についての相対的な位置を
変更することができる。但し、本実施形態においては、被介護者Ｐの移乗動作を行うため
に支持台１２を水平方向について回転させる必要は特にないものとし、支持台１２が水平
方向に回転する状態についての説明は省略するものとする。
【００２８】
　支柱１３は、略円柱形状の柱材である。支柱１３の一端は、支持台１２の端部に回転可
能に連結されている。支柱１３の他端は、身体保持具３０に回転可能に連結されても良い
が、本実施形態では説明を簡潔にするために固定されているものとする。この支柱１３は
、使用する被介護者Ｐの身体の大きさなどに応じてその長さを変更できるように、例えば
径の異なる複数のパイプをスライド可能に嵌合させて保持する構造を備えている。なお、
支柱１３の支持台１２に対する傾動動作は、駆動手段２０により付与されるトルクにより
行われる。
【００２９】
　駆動手段２０は、操作部２１と、トルク出力部２２と、を備えている。操作部２１は、
ジョイスティック２１０を備えている。このジョイスティック２１０は、台座１１に設け
られており、被介護者Ｐ又は外部の介護者が、当該ジョイスティック２１０を手動操作す
ると、支柱１３を傾動させる速度が選択され、選択された速度を制御手段５０に対して指
令する。詳細には、ジョイスティック２１０の操作レバー２１０ａは、上下方向のみの傾
動操作が可能となるような構造を有しており、操作レバー２１０ａを手動操作することで
、操作方向に応じ、且つ操作量に比例した支柱１３の傾動速度を指令する指令信号が制御
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手段５０に対して送信される。
【００３０】
　トルク出力部２２は、支柱１３を所定の速度で支持台１２に対して傾動させるためのト
ルクを付与する。詳細な構造の説明は省略するが、電源やモータ、及びワイヤ、及びワイ
ヤを巻き取るためのプーリ、又はワイヤの巻き取り量を検出するためのセンサなどから構
成されている。トルク出力部２２は、制御手段５０より送信された制御信号に基づいて、
モータによりワイヤを巻き取るなどの処理を行う結果、支柱１３を傾動させるために所定
の大きさ及び方向のトルクを、当該支柱１３に対して付与する。
【００３１】
　身体保持具３０は、被介護者Ｐがその上半身を接触させた状態で、両腕部で抱きかかえ
て保持できる程度の大きさの弾力性を有する部材から構成されている。
　測距センサ４０は、身体保持具３０の下端部と被介護者Ｐとの間隔を計測する計測手段
であり、例えば赤外線や超音波等の反射を利用した測距センサを用いることができる。測
距センサ４０は、身体保持具３０の下端部に設けられている。すなわち、測距センサ４０
は、ベッド６０に着座する被介護者Ｐを身体保持具３０に保持させるべく、支柱１３を上
方に傾動させた状態から、当該支柱１３を下方に傾動させて身体保持具３０を被介護者Ｐ
に近付ける動作、つまり移乗動作の準備段階において、身体保持具３０の下端部とベッド
６０に着座した被介護者Ｐの腿部分との間隔を計測し、当該計測値を示す信号を制御手段
５０に送信する。
【００３２】
　制御手段５０は、演算処理装置や所定の記憶領域を含むＥＣＵなどのコンピュータから
構成されており、前述のジョイスティック２１０（操作レバー２１０ａ）を操作すること
により得られた指令信号などに基づいて、支柱１３の傾動速度を実現するための制御信号
を生成し、当該制御信号をトルク出力部２２に対して送信する。すなわち、制御手段５０
は、図２に示すように、指令信号を受けてトルク出力部２２により出力させるトルクの大
きさ及び方向を決定するトルク決定部５１と、決定したトルクの大きさ及び方向に基づい
てトルク出力部２２の出力トルクを制御するための信号（制御信号）を生成する信号生成
部５２と、生成した制御信号をトルク出力部２２に対して送信するための送信部５３と、
を備えている。
【００３３】
　トルク決定部５１は、指令信号に含まれる操作レバー２１０ａの操作量に関する情報（
支柱１３の傾動速度及び方向）を読み取り、この操作量に特定のゲインを乗じてトルクの
大きさを決定する。このとき、トルク決定部５１は、操作レバー２１０ａの操作方向に応
じて、操作レバー２１０ａの操作量に乗じるゲインの大きさを変更する機能を備えている
ことが好ましい。すなわち、操作レバー２１０ａが支柱１３を下方に傾動させる方向へ操
作された場合に、操作レバー２１０ａの操作量に乗じるゲインＧ１を、支柱１３を上方に
傾動させる方向へ操作された場合に操作レバー２１０ａの操作量に乗じるゲインＧ２より
も大きく設定している。このように、支柱１３を下方に傾動させる方向（すなわち、身体
保持具を下降させる方向）へのトルクが大きくなるようにすることで、被介護者Ｐが身体
保持具３０により突然大きな力で圧迫されるという事態を防ぐことを可能としている。
【００３４】
　その一方でトルク決定部５１は、制御手段５０に対して送信された測距センサ４０から
の信号を、上述した移乗動作の準備段階が続いている限り、断続的に受信する。そして、
トルク決定部５１は、測距センサ４０が計測した間隔が、予め設定された第１の閾値以下
となると、身体保持具３０を被介護者Ｐが保持できる位置まで当該身体保持具３０が被介
護者Ｐに近付いたと判断し、支柱１３の傾動操作を停止させるべく、トルク出力部２２に
より出力するトルクの大きさをゼロと決定し、当該決定を信号生成部５２に送信する。信
号生成部５２は、受信した当該決定に基づいてトルク出力部２２により出力するトルクの
大きさをゼロとする制御信号を生成し、当該制御信号を送信部５３を介してトルク出力部
２２に送信する。すなわち、身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１の閾値以下とな
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った後に、さらにジョイスティック２１０の操作レバー２１０ａを操作すると、トルク決
定部５１は、受信する指令信号のうち、支柱１３を下方に傾動させる信号を無効とする。
要するに、測距センサ４０からの信号を受信した後、さらにジョイスティック２１０の操
作レバー２１０ａが操作され、指令信号が送信されると、操作レバー２１０ａが支柱１３
を下方に傾動させる方向へ操作された場合に操作レバー２１０ａの操作量に乗じるゲイン
Ｇ１の大きさをゼロに変更する。
【００３５】
　ここで、第１の閾値は、予め実験やシミュレーション等によって、身体保持具３０を被
介護者Ｐが良好に保持できる、身体保持具３０の下端部とベッド６０に着座した被介護者
Ｐの腿部分との間隔を導き出しておき、当該間隔を第１の閾値としてトルク決定部５１に
設定する。当該第１の閾値は、被介護者Ｐの体格などによって適時、設定される。なお、
「身体保持具３０を被介護者Ｐが良好に保持できる」とは、ベッド６０に着座した状態の
被介護者Ｐが当該身体保持具３０に手を回して抱きつくことができる状態のことを云う。
【００３６】
　これによって、ベッド６０に着座する被介護者Ｐの移乗動作の準備段階において、被介
護者Ｐが身体保持具３０によりベッド６０との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態
を防ぐことができる。しかも、身体保持具３０を被介護者Ｐが良好に保持できる、身体保
持具３０と被介護者Ｐとの間隔になると、ジョイスティック２１０の操作が自動的に無効
となるので、従来のように特に慎重に操作する必要がなく、当該移乗動作を簡易、迅速に
行うことができる。
【００３７】
　ちなみに、当該移乗動作中に操作レバー２１０ａが支柱１３を上方に傾動させるように
操作された場合は、操作レバー２１０ａの操作量にゲインＧ２を乗じたトルクを出力する
ための制御信号をトルク出力部２２に送信する。
【００３８】
　このように構成された移乗支援装置において、ベッド６０に着座する被介護者Ｐの移乗
動作の準備段階を行う際に制御手段５０で実行される手順を、図３に示すフローチャート
を用いて詳細に説明する。
【００３９】
　まず、上方に傾動させた状態の支柱１３を下方に傾動させると、身体保持具３０を被介
護者Ｐが良好に保持できる位置、つまり当該被介護者Ｐの近傍位置に移乗支援装置１０を
配置する。そして、介護者が移乗支援装置１０の操作を開始する（例えば介護者が操作レ
バー２１０ａを操作する）と、制御手段５０は、操作レバー２１０ａの操作量に基づいて
指令された速度で支柱１３を下方に傾動させるように制御信号を生成し、当該制御信号を
トルク出力部２２に対して送信する（ＳＴＥＰ１０１）。制御手段５０からの制御信号を
受けてトルク出力部２２が出力したトルクによって、支柱１３は所定の速度で傾動する。
【００４０】
　一方で制御手段５０は、支柱１３の傾動動作が開始すると、測距センサ４０から身体保
持具３０と被介護者Ｐとの間隔を示す信号を受信し続ける（ＳＴＥＰ１０２）。
【００４１】
　制御手段５０は、受信した身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１の閾値以下とな
ると、身体保持具３０を被介護者Ｐが良好に保持できる位置まで当該身体保持具３０が被
介護者Ｐに近付いたと判断し、支柱１３の傾動動作が停止する信号をトルク出力部２２に
送信し、被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を終了する（ＳＴＥＰ１０３）。すなわち、ジ
ョイスティック２１０の操作レバー２１０ａが操作されることで送信される指令信号のう
ち、支柱１３を下方に傾動させる信号を無効とするように、操作レバー２１０ａの操作量
に乗じるゲインをゼロとする。
【００４２】
　以上、説明したように、本実施形態に係る移乗支援装置及び移乗支援装置の制御方法に
よると、測距センサ４０が計測した間隔が第１の閾値以下となると、身体保持具３０を被
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介護者Ｐが良好に保持することができる位置まで当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近付
いたと判断し、支柱１３の傾動動作が停止するように駆動手段を制御するので、被介護者
Ｐが身体保持具３０によりベッド６０との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を未
然に防ぐことができる。しかも、身体保持具３０を被介護者Ｐが良好に保持できる、身体
保持具３０と被介護者Ｐとの間隔になると、ジョイスティック２１０の操作が自動的に無
効となるので、従来のように特に慎重に操作する必要がなく、当該移乗動作を簡易、迅速
に行うことができる。
【００４３】
　本実施形態では、ジョイスティック２１０を操作者が操作することによって、被介護者
Ｐの移乗動作の準備段階を実施していたが、スイッチなどを押すことによって、自動的に
被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施する構成でも良い。このとき、制御手段５０のト
ルク決定部５１には、予め所定の速度で支柱１３を傾動させるために、トルク出力部２２
に出力させるトルクが設定される。そして、スイッチなどからの移乗動作開始信号が制御
手段５０のトルク決定部５１に送信されると、トルク決定部５１は当該設定トルクに基づ
いてトルク出力部２２を制御する。このような構成により、介護者（操作者）はスイッチ
の操作一つで、自動的に被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施することができ、被介護
者Ｐのケアに集中することができる。
【００４４】
　本実施形態では、手動の場合、ジョイスティック２１０の操作量に応じた速度で支柱１
３を傾動させ、自動の場合、スイッチなどを押した後に一定の速度で支柱１３を傾動させ
ているが、支柱１３が下方に傾動するにつれ当該支柱１３の傾動速度が遅くなる構成でも
良い。つまり、支柱１３が下方に傾動するにつれ、測距センサ４０が計測する間隔が短縮
するが、当該短縮に合わせて支柱１３の傾動速度が遅くなるように、制御手段５０のトル
ク決定部５１はトルク出力部２２に出力させるトルクを決定する。このような構成により
、被介護者Ｐに安心感を与えることができる。ちなみに、手動の場合、ジョイスティック
２１０の操作量が所定量以上となると、支柱１３の傾動速度が当該操作量に応じた傾動速
度以上とならないように、制御手段５０のトルク決定部５１はトルク出力部２２に出力さ
せるトルクを決定することが好ましい。
【００４５】
　本実施形態では、第１の閾値を用いて被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施したが、
この限りでない。すなわち、制御手段５０は、支柱１３を下方に傾動させた際に測距セン
サ４０が計測した間隔が略なくなる（すなわち、第２の閾値以下となる）と、身体保持具
３０が被介護者Ｐに接触したと判断し、当該身体保持具３０の被介護者Ｐへの接触が解消
される程度に、支柱１３の傾動動作が逆回転となるようにトルク出力部２２を制御する。
このような構成により、被介護者Ｐが身体保持具３０によりベッド６０との間に挟み込ま
れて圧迫されるといった事態を未然に防ぐことが可能となる。
【００４６】
　本実施形態では、測距センサ４０が計測する間隔が第１又は第２の閾値以下となるまで
、支柱１３を連続的に傾動させているが、身体保持具３０を被介護者Ｐが保持できる位置
まで当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近づく直前に一旦、支柱１３の傾動動作を停止さ
せるべく、第３の閾値を設定しても良い。つまり、制御手段５０は、測距センサ４０が計
測する間隔が第３の閾値以下となると、支柱１３の傾動動作を一旦停止させる。そして、
制御手段５０は、ジョイスティック２１０から支柱１３を下方に傾動させる操作が断続的
に続いていると、改めて測距センサ４０が計測する間隔が第１又は第２の閾値以下となる
まで支柱１３の傾動動作を再開させる。このように、身体保持具３０を被介護者Ｐが保持
できる位置まで当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近づく直前に、支柱１３の傾動動作を
一旦停止させることにより、ジョイスティック２１０を操作する操作者は、身体保持具３
０が被介護者Ｐに近付いていることを容易に認識することができ、その後のジョイスティ
ック２１０の操作を慎重に行うことができる。逆に云うと、支柱１３が一旦停止するまで
は、比較的速く支柱１３を傾動させることができるので、被介護者Ｐの移乗動作の時間の
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短縮に寄与する。ちなみに、第３の閾値は、実験やシミュレーション等によって導き出さ
れる。
【００４７】
　本実施形態では、ジョイスティック２１０を操作する操作者に、被介護者Ｐがベッド６
０に近付いている旨の注意を促したり、操作内容を伝えたりする手段を備えていないが、
図４に示すように、操作部２１は測距センサ４０が計測する間隔の短縮に伴って、身体保
持具３０が被介護者Ｐに近付いている旨の注意を促したり、操作内容を伝えたりする伝達
部２２０を備えていると良い。伝達部２２０としては、例えば計測した間隔の短縮に伴っ
て音量が増加するスピーカ機構、点滅するスピードが速くなる点灯機構、ジョイスティッ
ク２１０へ大きな振動を導入する振動機構、音声により注意や操作内容を伝える音声発生
機構などを用いることができる。このような構成により、操作者は身体保持具３０が被介
護者Ｐに近付いていることを容易、且つ確実に認識することができる。
【００４８】
　本実施形態では、測距センサ４０が計測する間隔が第１又は第２の閾値以下となると、
ジョイスティック２１０の操作に伴う指令信号が無効となる構成とされているが、操作部
２１は、制御手段５０が再び操作レバー２１０ａの操作を有効とするべく、当該制御手段
５０に信号を送信する解除部２３０を備えていても良い。
【００４９】
　発明の実施形態２．
　以下に、図面を参照しつつ本発明の実施の形態２に係る移乗支援装置及び移乗支援装置
の制御方法について説明する。図５は、本実施形態２に係る移乗支援装置の身体保持具周
辺を概略的に拡大して示すものである。この移乗支援装置は、上記実施形態１と略同様の
構成とされているが、測距センサに変わって、身体保持具３０の下端部に回転可能に設け
られたレバー（回転部材）４００と、当該レバー４００の回転角度を計測する回転角セン
サ４０１と、を備える。
【００５０】
　レバー４００は、身体保持具３０における被介護者Ｐが抱きつく側で、上下方向に回転
する。具体的に云うと、レバー４００は、鉛直下方から若干上方に回転した位置、つまり
身体保持具３０が被介護者Ｐに近付いた際に、良好に当該レバー４００が被介護者Ｐに接
触して上方に回転する位置を通常状態としている。そして、レバー４００は、身体保持具
３０が被介護者Ｐに近付くと、当該レバー４００の下端部が被介護者Ｐの腿部分に接触し
て上方に回転する。レバー４００は、当該上方に回転した状態から元の通常状態に復元さ
せるバネ４００ａを備えている。被介護者Ｐの移乗動作が完了すると、レバー４００は当
該バネ４００ａによって通常状態に復元される。バネ４００ａは、例えば板バネ等を用い
ることができ、一端部が身体保持具３０に連結され、他端部がレバー４００に連結されて
いる。但し、レバー４００を通常状態に復元することができる構成であれば特に限定され
ない。
【００５１】
　回転角センサ４０１は、エンコーダ等の回転角度を計測する計測手段である。回転角セ
ンサ４０１は、例えばレバー４００の回転軸部分に設けられ、当該レバー４００の回転角
度を計測し、当該回転角度を示す信号を制御手段５００に出力する。但し、回転角センサ
４０１は、エンコーダに限らず、回転角度を計測することができる構成であれば特に限定
しない。
【００５２】
　制御手段５００は、図６に示すように、指令信号を受けてトルク出力部２２により出力
するトルクの大きさ及び方向を決定するトルク決定部５０１と、決定したトルクの大きさ
及び方向に基づいてトルク出力部２２の出力トルクを制御するための信号（制御信号）を
生成する信号生成部５０２と、生成した制御信号をトルク出力部２２に対して送信するた
めの送信部５０３と、を備えている。
【００５３】



(11) JP 5609955 B2 2014.10.22

10

20

30

40

50

　トルク決定部５０１は、指令信号に含まれる操作レバー２１０ａの操作量に関する情報
を読み取り、この操作量に特定のゲインを乗じてトルクの大きさを決定する。その一方で
トルク決定部５０１は、制御手段５００に対して送信された回転角センサ４０１からの信
号を、被介護者Ｐの移乗動作の準備段階が続いている限り、断続的に受信する。ここで、
トルク決定部５０１には、予め当該回転角センサ４０１が計測したレバー４００の回転角
度と、身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔とが関係づけられており、被介護者Ｐに接触
した後のレバー４００の回転角度から身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔を導き出す。
トルク決定部５０１は、当該導き出された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が、予め
設定された第１の閾値以下となると、身体保持具３０を被介護者Ｐが保持できる位置まで
当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近付いたと判断し、支柱１３の傾動操作を停止させる
べく、トルク出力部２２により出力するトルクの大きさをゼロと決定し、当該決定を信号
生成部５０２に送信する。信号生成部５０２は、受信した当該決定に基づいてトルク出力
部２２により出力するトルクの大きさをゼロとする制御信号を生成し、当該制御信号を送
信部５０３を介してトルク出力部２２に送信する。すなわち、当該導き出された身体保持
具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１の閾値以下となった後に、さらにジョイスティック２
１０の操作レバー２１０ａを操作すると、トルク決定部５０１は、受信する指令信号のう
ち、支柱１３を下方に傾動させる信号を無効とする。要するに、当該導き出された身体保
持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１の閾値以下となった後に、さらにジョイスティック
２１０の操作レバー２１０ａが操作され、指令信号が送信されると、操作レバー２１０ａ
が支柱１３を下方に傾動させる方向へ操作された場合に操作レバー２１０ａの操作量に乗
じるゲインＧ１の大きさをゼロに変更する。
【００５４】
　これによって、ベッド６０に着座する被介護者Ｐの移乗動作の準備段階において、被介
護者Ｐが身体保持具３０によりベッド６０との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態
を防ぐことができる。しかも、身体保持具３０を被介護者Ｐが良好に保持できる、身体保
持具３０と被介護者Ｐとの間隔になると、ジョイスティック２１０の操作が自動的に無効
となるので、従来のように特に慎重に操作する必要がなく、当該移乗動作を簡易、迅速に
行うことができる。
【００５５】
　本実施形態では、ジョイスティック２１０を操作者が操作することによって、被介護者
Ｐの移乗動作の準備段階を実施していたが、スイッチなどを押すことによって、自動的に
被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施する構成でも良い。このとき、制御手段５００の
トルク決定部５０１には、予め所定の速度で支柱１３を傾動させるために、トルク出力部
２２に出力させるトルクが設定される。そして、スイッチなどからの移乗動作開始信号が
制御手段５００のトルク決定部５０１に送信されると、トルク決定部５０１は当該設定ト
ルクに基づいてトルク出力部２２を制御する。このような構成により、介護者（操作者）
はスイッチの操作一つで、自動的に被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施することがで
き、被介護者Ｐのケアに集中することができる。
【００５６】
　本実施形態では、手動の場合、ジョイスティック２１０の操作量に応じた速度で支柱１
３を傾動させ、自動の場合、スイッチなどを押した後に一定の速度で支柱１３を傾動させ
ているが、支柱１３が下方に傾動するにつれ当該支柱１３の傾動速度が遅くなる構成でも
良い。つまり、支柱１３が下方に傾動するにつれ、身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔
が短縮するが、当該短縮に合わせて支柱１３の傾動速度が遅くなるように、制御手段５０
０のトルク決定部５０１はトルク出力部２２に出力させるトルクを決定する。このような
構成により、被介護者Ｐに安心感を与えることができる。ちなみに、手動の場合、ジョイ
スティック２１０の操作量が所定量以上となると、支柱１３の傾動速度が当該操作量に応
じた傾動速度以上とならないように、制御手段５００のトルク決定部５０１はトルク出力
部２２に出力させるトルクを決定することが好ましい。
【００５７】
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　本実施形態では、第１の閾値を用いて被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施したが、
この限りでない。すなわち、制御手段５００は、支柱１３を下方に傾動させた際に当該導
き出された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が略なくなる（すなわち、第２の閾値以
下となる）と、身体保持具３０が被介護者Ｐに接触したと判断し、当該身体保持具３０の
被介護者Ｐへの接触が解消される程度に、支柱１３の傾動動作が逆回転となるようにトル
ク出力部２２を制御する。このような構成により、被介護者Ｐが身体保持具３０によりベ
ッド６０との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態を未然に防ぐことが可能となる。
この場合、身体保持具３０が被介護者Ｐに接触すると、レバー４００の回転角度が略一定
となるので、身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が略なくなったことを容易に判断する
ことができる。
【００５８】
　本実施形態では、当該導き出された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１又は第
２の閾値以下となるまで、支柱１３を連続的に傾動させているが、身体保持具３０を被介
護者Ｐが保持できる位置まで当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近づく直前に一旦、支柱
１３の傾動動作を停止させるべく、第３の閾値を設定しても良い。つまり、制御手段５０
０は、当該導き出された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第３の閾値以下となると
、支柱１３の傾動動作を一旦停止させる。そして、制御手段５００は、ジョイスティック
２１０から支柱１３を下方に傾動させる操作が断続的に続いていると、改めて当該導き出
された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１又は第２の閾値以下となるまで支柱１
３の傾動動作を再開させる。このように、身体保持具３０を被介護者Ｐが保持できる位置
まで当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近づく直前に、支柱１３の傾動動作を一旦停止さ
せることにより、ジョイスティック２１０を操作する操作者は、身体保持具３０が被介護
者Ｐに近付いていることを容易に認識することができ、その後のジョイスティック２１０
の操作を慎重に行うことができる。逆に云うと、支柱１３が一旦停止するまでは、比較的
速く支柱１３を傾動させることができるので、被介護者Ｐの移乗動作の時間の短縮に寄与
する。ちなみに、第３の閾値は、実験やシミュレーション等によって導き出される。
【００５９】
　本実施形態では、ジョイスティック２１０を操作する操作者に、被介護者Ｐがベッド６
０に近付いている旨の注意を促したり、操作案内を伝えたりする手段を備えていないが、
操作部２１は当該導き出された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔の短縮に伴って、身
体保持具３０が被介護者Ｐに近付いている旨の注意を促したり、操作案内を伝えたりする
伝達部を備えていると良い。このような構成により、操作者は身体保持具３０が被介護者
Ｐに近付いていることを容易、且つ確実に認識することができる。
【００６０】
　本実施形態では、当該導き出された身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔が第１又は第
２の閾値以下となると、ジョイスティック２１０の操作に伴う指令信号が無効となる構成
とされているが、操作部２１は、制御手段５００が再び操作レバー２１０ａの操作を有効
とするべく、当該制御手段５００に信号を送信する解除部を備えていても良い。
【００６１】
　本実施形態では、レバー４００の回転角度から身体保持具３０と被介護者Ｐとの間隔を
導き出しているが、この限りでない。すなわち、制御手段５００は、レバー４００の回転
角度に基づいて、レバー４００によって被介護者Ｐに作用している荷重を導き出して、当
該導き出した荷重値を用いて駆動手段を制御しても良い。また、バネ４００ａが発揮する
反力から身体保持具３０とベッド６０との間隔やレバー４００によって被介護者Ｐに作用
している荷重を導き出しても良い。
【００６２】
　発明の実施形態３．
　以下に、図面を参照しつつ本発明の実施の形態３に係る移乗支援装置及び移乗支援装置
の制御方法について説明する。図７は、本実施形態３に係る移乗支援装置１０１を側面視
した様子を概略的に示すものである。この移乗支援装置１０１も、上記実施形態１と略同
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様の構成とされており、測距センサの代わりに、感圧センサ４１０を備えている。
【００６３】
　感圧センサ４１０は、身体保持具３０と被介護者Ｐとの接触を感知する感知手段であり
、例えば所謂接触覚センサ等を用いることができる。感圧センサ４１０は、身体保持具３
０の下端部に設けられている。すなわち、感圧センサ４１０は、図８に示すように、ベッ
ド６０に着座する被介護者Ｐを身体保持具３０に保持させるべく、支柱１３を上方に傾動
させた状態から、当該支柱１３を下方に傾動させて身体保持具３０を被介護者Ｐに近付け
る動作、つまり移乗動作の準備段階において、身体保持具３０、しいては感圧センサ４１
０が被介護者Ｐの腿部分に接触したか否かを判断して、感圧センサ４１０の被介護者Ｐへ
の接触を感知すると、感知信号を制御手段５１０に送信する。
【００６４】
　制御手段５１０は、指令信号を受けてトルク出力部２２により出力するトルクの大きさ
及び方向を決定するトルク決定部５１１と、決定したトルクの大きさ及び方向に基づいて
トルク出力部２２の出力トルクを制御するための信号（制御信号）を生成する信号生成部
５１２と、生成した制御信号をトルク出力部２２に対して送信するための送信部５１３と
、を備えている。
【００６５】
　トルク決定部５１１は、指令信号に含まれる操作レバー２１０ａの操作量に関する情報
を読み取り、この操作量に特定のゲインを乗じてトルクの大きさを決定する。その一方で
トルク決定部５１１は、当該感知信号が送信されると、身体保持具３０が被介護者Ｐに接
触したと判断し、支柱１３の傾動動作を停止させるべく、トルク出力部２２により出力す
るトルクの大きさをゼロと決定し、当該決定を信号生成部５１２に送信する。信号生成部
５１２は、受信した当該決定に基づいてトルク出力部２２により出力するトルクの大きさ
をゼロとする制御信号を生成し、当該制御信号を送信部５１３を介してトルク出力部２２
に送信する。すなわち、当該感知信号をトルク決定部５１１が受信した後に、さらにジョ
イスティック２１０の操作レバー２１０ａを操作すると、トルク決定部５１１は、当該ト
ルク決定部５１１が受信する指令信号のうち、支柱１３を下方に傾動させる信号を無効と
する。要するに、当該感知信号をトルク決定部５１１が受信した後に、さらにジョイステ
ィック２１０の操作レバー２１０ａが操作され、指令信号が送信されると、操作レバー２
１０ａが支柱１３を下方に傾動させる方向へ操作された場合に操作レバー２１０ａの操作
量に乗じるゲインＧ１の大きさをゼロに変更する。
【００６６】
　このとき、制御手段５１０は支柱１３の下方への傾動を停止させるだけでなく、身体保
持具３０の被介護者Ｐへの接触が解消される程度に、支柱１３の傾動動作が逆回転となる
ようにトルク出力部２２を制御することが好ましい。
【００６７】
　これによって、ベッド６０に着座する被介護者Ｐの移乗動作の準備段階において、被介
護者Ｐが身体保持具３０によりベッド６０との間に挟み込まれて圧迫されるといった事態
を防ぐことができる。しかも、身体保持具３０が被介護者Ｐに軽く接触すると、ジョイス
ティック２１０の操作が自動的に無効となるので、従来のように特に慎重に操作する必要
がなく、当該移乗動作を簡易、迅速に行うことができる。
【００６８】
　本実施形態では、ジョイスティック２１０を操作者が操作することによって、被介護者
Ｐの移乗動作の準備段階を実施していたが、スイッチなどを押すことによって、自動的に
被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施する構成でも良い。このとき、制御手段５１０の
トルク決定部５１１には、予め所定の速度で支柱１３を傾動させるために、トルク出力部
２２に出力させるトルクが設定される。そして、スイッチなどからの移乗動作開始信号が
制御手段５１０のトルク決定部５１１に送信されると、トルク決定部５１１は当該設定ト
ルクに基づいてトルク出力部２２を制御する。このような構成により、介護者（操作者）
はスイッチの操作一つで、自動的に被介護者Ｐの移乗動作の準備段階を実施することがで
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き、被介護者Ｐのケアに集中することができる。
【００６９】
　本実施形態では、手動の場合、ジョイスティック２１０の操作量に応じた速度で支柱１
３を傾動させ、自動の場合、スイッチなどを押した後に一定の速度で支柱１３を傾動させ
ているが、支柱１３が下方に傾動するにつれ当該支柱１３の傾動速度が遅くなる構成でも
良い。つまり、予め支柱１３に回転角センサ等を設け、当該支柱１３の傾動角度を計測し
て制御手段５１０に送信する。制御手段５１０は、受信した支柱１３の傾動角度が大きく
なるにつれ、つまり支柱１３が下方に傾動するにつれ、支柱１３の傾動速度が遅くなるよ
うに、トルク出力部２２に出力させるトルクを決定する。このような構成により、被介護
者Ｐに安心感を与えることができる。
【００７０】
　本実施形態では、感圧センサ４１０が被介護者Ｐに接触するまで、支柱１３を連続的に
傾動させているが、身体保持具３０を被介護者Ｐが保持できる位置まで当該身体保持具３
０が被介護者Ｐに近づく直前に一旦、支柱１３の傾動動作を停止させても良い。この場合
、例えば支柱１３の傾動角度を計測する回転角センサを当該支柱１３に設けておき、制御
手段５１０は当該回転角センサが計測した支柱１３の傾動角度が所定の角度になると、支
柱１３の傾動動作を一旦停止させる。そして、制御手段５１０は、ジョイスティック２１
０から支柱１３を下方に傾動させる操作が断続的に続いていると、改めて感圧センサ４１
０が被介護者Ｐに接触するまで支柱１３の傾動動作を再開させる。このように、身体保持
具３０を被介護者Ｐが保持できる位置まで当該身体保持具３０が被介護者Ｐに近づく直前
に、支柱１３の傾動動作を一旦停止させることにより、ジョイスティック２１０を操作す
る操作者は、身体保持具３０が被介護者Ｐに近付いていることを容易に認識することがで
き、その後のジョイスティック２１０の操作を慎重に行うことができる。逆に云うと、支
柱１３が一旦停止するまでは、比較的速く支柱１３を傾動させることができるので、被介
護者Ｐの移乗動作の時間の短縮に寄与する。
【００７１】
　本実施形態では、ジョイスティック２１０を操作する操作者に、被介護者Ｐがベッド６
０に近付いている旨の注意を促したり、操作案内を伝える手段を備えていないが、操作部
２１は、支柱１３の傾動角度の増加に伴って、身体保持具３０が被介護者Ｐに近付いてい
る旨の注意を促したり、操作案内を伝える伝達部を備えていると良い。このような構成に
より、操作者は身体保持具３０が被介護者Ｐに近付いていることを容易、且つ確実に認識
することができる。
【００７２】
　本実施形態では、感圧センサ４１０が身体保持具３０に接触すると、ジョイスティック
２１０の操作に伴う指令信号が無効となる構成とされているが、操作部２１は、制御手段
５１０が再び操作レバー２１０ａの操作を有効とするべく、当該制御手段５１０に信号を
送信する解除部を備えていても良い。
【００７３】
　以上、本発明に係る移乗支援装置及び移乗支援装置の制御方法の実施形態を説明したが
、上記の構成に限らず、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で、変更することが可能で
ある。
【符号の説明】
【００７４】
１０　移乗支援装置
１１　台座
１２　支持台
１３　支柱
２０　駆動手段
２１　操作部、２１０　ジョイスティック、２１０ａ　操作レバー、２２０　伝達部、２
３０　解除部
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２２　トルク出力部
３０　身体保持具
４０　測距センサ
５０　制御手段、５１　トルク決定部、５２　信号生成部、５３　送信部
６０　ベッド（着座物）
４００　レバー
４００ａ　バネ
４０１　回転角センサ
５００　制御手段、５０１　トルク決定部、５０２　信号生成部、５０３　送信部
１０１　移乗支援装置
４１０　感圧センサ
５１０　制御手段、５１１　トルク決定部、５１２　信号生成部、５１３　送信部
Ｐ　被介護者

【図１】 【図２】
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